
 

 

２０２０年７月 1 日 
四国電力株式会社  

 
伊方発電所 保安規定（第６章 放射性廃棄物管理、第７章 放射線管理） 

ATENA標準案との差異について 

 
伊方発電所 保安規定のうち第６章 放射性廃棄物管理、第７章 放射線管理に関して、ATENA

標準案との差異（放出管理用計測器等の機能維持を記載しないこと）の理由について、以下の

とおり説明する。 

 

１． これまでの経緯 

 ATENA 標準案は、放出管理用計測器の機能維持について、各社は第６章（放射性廃棄物

管理）か第８章（施設管理）のどちらかで管理しており、第６章で管理する場合を明確

にするために、第６章中に「定期的に点検を実施し機能維持を図る。」を記載することと

し、規制庁殿とのヒアリングで標準案として示していた。この記載は第８章で管理する

場合にあっても記載できるものである。このことについて、特段の議論は確認できなか

った。 

 保安規定審査基準では、「これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、第 18 号における施設管理に関する事項と併せて定められていても

よい。」と示されている。 

 第７章（放射線管理）における放射線計測器類の機能維持についても同様である。 

 

２．ATENA標準案との差異（変更理由） 

 伊方発電所では、放出管理用計測器等の機能維持は、施設全体の管理方法の一部として

保安規定第８章（施設管理）で統一的に実施することとしている。 

 当社保安規定では、第８章（施設管理）にて機能維持を図るものについては、機能維持に

関する重複した記載はしないこととしているため、第６章（放射性廃棄物管理）及び第

７章（放射線管理）には放出管理用計測器等の機能維持に関する内容を記載しない。 

 

以 上 
 

 

添付資料 

１．ATENA標準案との比較（第６章 放射性廃棄物管理、第７章 放射線管理）抜粋 
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⑥
 
6
章
 

放
射
性
廃
棄
物
管
理
（
2
0
1
9
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8
/
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版
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】
 

第
１

章
 

総
則

（
基
本
方
針
）
 

第
２
条
○
発
電

所
（
以
下
「
発
電
所

」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
安
活
動
は
、
安
全
文
化
を
基
礎
と
し
、
放
射
線

及
び
放
射

性
物
質
の
放

出
に
よ
る
従
業
員
及
び
公
衆
の
被
ば
く
を
、
定
め
ら
れ
た
限
度
以
下
で
あ
っ
て
か
つ
合
理
的
に
達
成
可
能

な
限
り
の
低

い
水
準
保
つ
と
と
も
に
、
災
害
の
防
止
の
た
め
に
、
適
切
な
品
質
保
証
活
動
に
基
づ
き
実
施
す
る
。
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６
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放

射
性
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棄

物
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（
基
本
方
針
）
 

第
○
条
発
電
所

に
お
け
る
放
射
性
廃
棄
物
に
係
る
保
安
活
動
は
、
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
公
衆
の
被
ば
く
を
、
定
め
 

ら
れ
た
限
度

以
下
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あ
っ
て
か
つ
合
理
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に
達
成
可
能
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限
り
低
い
水
準
に
保
つ
よ
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施
す
る
。
 

（
放
出
管
理
用

計
測
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の
管
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第
 
1
0
1
条
安
全
管
理
課
長
及
び
保
修
課
長
は
、
表
1
0
1
－
1
に
定
め
る
放
出
管
理
用
計
測
器
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め
る
数
 

量
を
確
保
す

る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ

た
場
合
は
、

修
理
又
は
代
替
品
を
補
充
す
る
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略
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２
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を

，
定

め
ら
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限
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に
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。
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（
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廃
棄
物
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理
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係
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第
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条
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発
電
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け

る
放

射
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廃
棄

物
管
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に

係
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活
動

は
，

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
公

衆
の

被
ば

く
を
，
定
め
ら
れ
た
限
度
以
下
で
あ
っ
て
か
つ
合
理
的
に
達
成
可
能
な
限
り
低
い
水
準
に
保
つ
よ
う
実
施
す
る
。
 

（
放
出
管
理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
1
0
2
条
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
表
1
0
2
に
定
め
る
放
出
管
理
用
計
測
器
に
つ
い
て
，
同
 

表
に
定
め
る
数
量
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
，
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
 

充
す
る
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(
以
下
，
省
略
)
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（
施
設
管
理
計
画
）
 

第
1
1
9
条
 
原

子
炉
施
設
に
つ
い
て
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
設
備
に
係
る
事
項
お
よ
び
「
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
」
を
含
む
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
し
，
原
子
炉
施
設
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
，
以
下
の
施
設
管
理
計
画
を
定
め
る
。
 

【
施
設
管
理
計
画
】

３
．
保
全
対
象
範
囲
の
策
定
 

組
織
は
，
原
子
炉
施
設
の
中
か
ら
，
各
号
炉
毎
に
保
全
を
行
う
べ
き
対
象
範
囲
と
し
て
次
の
各
項
の
設
備
を
選

定
す

る
。
 

(
1
)

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
，
一
般
の
産
業
施
設
よ
り
も
さ
ら
に
高
度
な
信
頼
性
の
確
保
お
よ
び
維
持
が
要
求
さ

れ
る
機
能
を
有
す
る
設
備

(
2
)

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
，
一
般
の
産
業
施
設
と
同
等
以
上
の
信
頼
性
の
確
保
お
よ
び
維
持
が
要
求
さ
れ
る
機

能
を
有
す
る
設
備

(
3
)

「
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和

4
0
 
年
通
商
産
業
省
令
第

6
2
 
号
）
(
以
下
，

「
省
令
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2
 
号
」
と
い
う
。
)
」
に
規
定
さ
れ
る
設
備
（
２
号
炉
）

(
4)

原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
お
よ
び
設
計
お
よ
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
で
保
管
お
よ
び
設
置
要
求
が
あ

り
，
許
可
ま
た
は
認
可
を
受
け
た
設
備
（
３
号
炉
）

(
5
)

多
様
性
拡
張
設
備

※
１
（
３
号
炉
）

(
6
)

炉
心
損
傷
ま
た
は
格
納
容
器
機
能
喪
失
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
設
備

(
7
)

そ
の
他
自
ら
定
め
る
設
備

A
L
A
R
A
の
基
本
方
針
は

第
６
章
、
第
７
章
に
新

た
に
規
定
す
る
が
、
保

安
規
定
全
体
に
関
わ
る

方
針
の
た
め
本
規
定
を

維
持
す
る
。
 

第
１
章
、
第
６
章
、
第

７
章
の
基
本
方
針
の
識

別
の
た
め
条
文
名
を
明

確
化
 

放
出
管
理
用
計
測
器
の

施
設
管
理
計
画
を
定

め
、
適
切
に
保
全
を
行

う
。
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（
放
射
線
計
測

器
類
の
管
理
）
 

第
 
1
13
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安
全

管
理

課
長

及
び

保
修

課
長

は
、

表
11

3
－

1
に
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め
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放
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線

計
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に
つ

い
て
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同

表
に
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る
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保

す
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。
ま

た
、

定
期

的
に

点
検

を
実

施
し

機
能
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を
図

る
。

た
だ

し
、

故
障
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に

よ
り

使
用

不
能

と
な
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た
場
合
は
、

修
理
又
は
代
替
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補
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す
る
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放
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お
よ
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計
装
計
画
課
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表
1
1
4
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め
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放
射
線
計
測
器
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に
つ
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て
，
同
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に
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る
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保
す
る
。
 

 
 
 
 
た
だ
し
，
故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

(
以
下
，
省
略
)
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（
施
設
管
理
計
画
）
 

第
1
1
9
条
 
原

子
炉
施
設
に
つ
い
て
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
設
備
に
係
る
事
項
お
よ
び
「
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
」
を
含
む
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
し
，
原
子
炉
施
設
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
，
以
下
の
施
設
管
理
計
画
を
定
め
る
。
 

【
施
設
管
理
計
画
】

３
．
保
全
対
象
範
囲
の
策
定
 

組
織
は
，
原
子
炉
施
設
の
中
か
ら
，
各
号
炉
毎
に
保
全
を
行
う
べ
き
対
象
範
囲
と
し
て
次
の
各
項
の
設
備
を
選

定
す

る
。
 

(
1
)

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
，
一
般
の
産
業
施
設
よ
り
も
さ
ら
に
高
度
な
信
頼
性
の
確
保
お
よ
び
維
持
が
要
求
さ

れ
る
機
能
を
有
す
る
設
備

(
2
)

重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
，
一
般
の
産
業
施
設
と
同
等
以
上
の
信
頼
性
の
確
保
お
よ
び
維
持
が
要
求
さ
れ
る
機

能
を
有
す
る
設
備

(
3
)

「
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和

4
0
 
年
通
商
産
業
省
令
第

6
2
 
号
）
(
以
下
，

「
省
令

6
2
 
号
」
と
い
う
。
)
」
に
規
定
さ
れ
る
設
備
（
２
号
炉
）

(
4)

原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
お
よ
び
設
計
お
よ
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
で
保
管
お
よ
び
設
置
要
求
が
あ

り
，
許
可
ま
た
は
認
可
を
受
け
た
設
備
（
３
号
炉
）

(
5
)

多
様
性
拡
張
設
備

※
１
（
３
号
炉
）

(
6
)

炉
心
損
傷
ま
た
は
格
納
容
器
機
能
喪
失
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
設
備

(
7
)

そ
の
他
自
ら
定
め
る
設
備

放
射
線
計
測
器
類
の
施

設
管
理
計
画
を
定
め
、

適
切
に
保
全
を
行
う
。
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